
7 広報きやま 令和 6 年 8月号

定額減税しきれない人への調整給付金
問税務課 住民税係　☎ 92-7918　

　所得税と個人町県民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる人に給付金を支給します。

▽対象者
　「令和 6年分所得税」または「令和 6年度個人町県民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれ
ない（定額減税可能額が課税額を上回る）と見込まれる人
※合計所得金額（注 1）が 1,805 万円を超える人は除く
（注 1）合計所得金額とは、給与所得等の所得金額の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
　　　 なお、申告分離課税の所得がある場合は、それらの所得金額（長期（短期）譲渡所得については特別控除前の金額）
　　　 の合計額を加算する必要があります。
▽申請方法
　対象者には 8月以降に以下のような確認書を郵送します。詳しくは、同封の関係書類等をご確認ください。

【表面】 【裏面】

▽調整給付金支給確認書（見本）

※定額減税の詳細については、国税庁ホームページや総務省のホームページ、町ホームページをご覧ください。

　　国税庁ホームページ 　　町ホームページ　総務省ホームページ
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